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●●株式会社（以下「甲」という。）と●●株式会社（以下「乙」という。）は、乙が提供するストレスチェック実施支援システムの利用および運用支援業務について、以下のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条 目的
本契約は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度への対応を目的として、乙が提供するクラウド型ストレスチェック実施支援システムおよび関連する付随サービスの利用条件を定めるものであり、医療行為や診断行為を目的とするものではない。

第2条 業務内容
1 乙は、甲に対し、次の各号に定める業務を提供する。
一 ストレスチェック実施支援システムの提供
二 受検用Webフォームの設定および配信機能
三 集計および統計レポートの自動生成機能
四 データ保管および管理機能
五 システム操作サポート
2 本契約に基づく業務は、情報処理およびデータ集計業務であり、医師による面接指導、診断書発行その他医療行為は含まれない。

第3条 医療行為との非関連性
1 本システムは、受検者の回答を統計的手法により数値化・可視化するものであり、医学的診断、治療、診断書作成を行うものではない。
2 甲は、法令に基づき必要となる医師面接指導等については、自己の責任と費用において対応する。

第4条 利用環境
1 本システムはクラウド環境にて提供される。
2 甲は、自己の責任において必要な通信環境および端末を準備する。

第5条 個人情報の取扱い
1 乙は、個人情報保護法および関連法令を遵守する。
2 乙は、受検者の個人情報を、ストレスチェック実施支援目的の範囲内でのみ取り扱う。
3 乙は、適切な安全管理措置を講じる。

第6条 データの帰属
1 受検データの原データは甲に帰属する。
2 乙は、統計的に加工された匿名データを、自社サービス向上目的で利用できる。

第7条 再委託
乙は、業務の一部を第三者に再委託できる。ただし、乙は当該再委託先の行為について責任を負う。

第8条 料金
甲は、別途定める利用料金を支払う。

第9条 保証の否認
1 乙は、本システムの利用により特定の効果が得られることを保証しない。
2 乙は、受検結果の医学的正確性を保証しない。

第10条 免責
1 システム障害、通信回線障害等により発生した損害について、乙は故意または重過失がある場合を除き責任を負わない。
2 本契約に基づく乙の賠償責任は、直近6か月間に甲が支払った利用料金を上限とする。

第11条 契約期間
本契約の有効期間は契約締結日から1年間とし、期間満了日の1か月前までに書面による解約の意思表示がない場合は自動更新する。

第12条 秘密保持
当事者は、本契約に関連して知り得た相手方の営業情報、技術情報を第三者に開示してはならない。

第13条 契約解除
重大な契約違反があり、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されない場合、解除できる。

第14条 準拠法および管轄
本契約は日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有する。
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